
８月の主な納税（税金などは納期限までに納めましょう）
納 期 限

８
３１
火火曜日曜日

試
験
区
分
・
職
種
・
採
用
予
定
人
員

•
初
級
一
般
事
務
職
員　

若
干
名

•
初
級
介
護
職
員　

若
干
名

•
初
・
中
級
消
防
職
員
、
と
も
に

若
干
名

受
験
資
格

　

平
成
22
年
８
月
１
日
現
在
、
佐

久
地
域
広
域
市
町
村
圏
内（
小
諸

市
、
佐
久
市
、
南
・
北
佐
久
郡
）に

住
民
登
録
を
し
て
あ
り
、
将
来
に

わ
た
っ
て
佐
久
地
域
広
域
市
町
村

圏
内
に
住
居
を
定
め
る
予
定
の
方
。

•
一
般
事
務
職
員

（
初
級
）昭
和
60
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
５
年
４
月
１
日
ま
で
に

生
ま
れ
、
高
等
学
校
程
度
の
学

力
を
有
す
る
方
。

•
介
護
職
員

（
初
級
）昭
和
60
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
５
年
４
月
１
日
ま
で
に

生
ま
れ
、
高
等
学
校
程
度
の
学

力
を
有
す
る
方
。

•
消
防
職
員

（
初
級
）昭
和
60
年
４
月
２
日
か

平
成
22
年
度

佐
久
広
域
連
合
職
員
採
用
試
験

ら
平
成
５
年
４
月
１
日
ま
で
に

生
ま
れ
、
高
等
学
校
程
度
の
学

力
を
有
す
る
方
。

（
中
級
）昭
和
60
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
２
年
４
月
１
日
ま
で
に

生
ま
れ
、
救
急
救
命
士
法
に
基

づ
く
救
急
救
命
士
の
資
格
を
有

す
る
方
。

試
験
日
時

　

10
月
17
日（
日
）

　

午
前
９
時
試
験
開
始

試
験
場
所

　

佐
久
広
域
連
合　

会
議
室

問
い
合
わ
せ
先

○
一
般
事
務
職
員
・
介
護
職
員
関
係

　

佐
久
広
域
連
合
事
務
局

 

庶
務
課
庶
務
係

 

０
２
６
７（
62
）７
７
２
１

○
消
防
職
員
関
係

　

佐
久
広
域
連
合
消
防
本
部

 

総
務
課
庶
務
係

 

０
２
６
７（
62
）７
７
２
３

試
験
区
分
・
採
用
予
定
人
員

　

上
級
行
政　

若
干
名

受
験
資
格

　

住
民
登
録
が
企
業
団
組
織
市
町

に
し
て
あ
り（
就
学
、
就
職
な
ど

の
た
め
に
他
市
町
村
に
住
む
方
で
、

家
族
が
企
業
団
組
織
市
町
に
居
住

し
て
い
る
方
を
含
む
。）昭
和
60
年

４
月
２
日
か
ら
平
成
元
年
４
月
１

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
の
う
ち
、

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学（
短
期

大
学
を
除
く
。）を
卒
業
ま
た
は
平

成
23
年
３
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み

の
方
。

第
１
次
試
験
日

　

９
月
19
日（
日
）

試
験
場
所

　

佐
久
水
道
企
業
団

試
験
申
込
と
申
込
先

　

試
験
申
込
書（
企
業
団
指
定
の

様
式
）、
履
歴
書（
企
業
団
指
定
の

平
成
22
年
度

佐
久
水
道
企
業
団
職
員
採
用
試
験

様
式
）、
最
終
学
校（
卒
業
見
込

み
）の
学
業
成
績
証
明
書
、
健
康

診
断
書
、
住
民
票
お
よ
び
受
験
票

の
返
送
用
封
筒（
長
形
３
号
・
返
送

先
を
記
入
の
こ
と
）を
添
え
て
、

７
月
27
日（
火
）か
ら
８
月
17
日

（
火
）午
後
５
時
ま
で
に
佐
久
水
道

企
業
団
総
務
課
庶
務
係
へ
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
試
験
に
あ
た
り
提
出
し

て
い
た
だ
い
た
個
人
情
報
は
、

今
回
の
採
用
試
験
の
た
め
に

必
要
な
範
囲
で
の
み
利
用
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

佐
久
市
跡
部
１
０
１

佐
久
水
道
企
業
団
総
務
課
庶
務
係

 

０
２
６
７（
62
）１
２
９
０

町県民税（２期分）

町営住宅使用料（８月分）

国民健康保険税（３期分）
後期高齢者医療保険料（２期分）

上水道使用料（８月期分）
大口7月使用分、一般6・7月分

下水道使用料（８月期分）
大口7月使用分、一般6・7月分　町営水道区域
大口7月使用分、一般4・5月分　佐久水道区域

介護保険料（２期分）
保育料（８月分）

農集排使用料（８月期分）
4・5月使用分

個別排水使用料（８月期分）
6・7月使用分

みよた広報 やまゆりみよた広報 やまゆり88月号 月号 （（88））　　



（広告欄）

　

町
保
健
福
祉
課
で
は
、
８
月
か

ら
老
老
世
帯（
65
歳
以
上
の
方
の

み
の
世
帯
。
平
成
22
年
１
月
１
日

現
在
）の
実
態
調
査
を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
本
格
的
な
高
齢

社
会
に
備
え
、
老
老
世
帯
の
実
態

を
把
握
し
て
、
町
の
高
齢
者
施
策

に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
実
態
調
査
終
了
後
、
台

帳
整
備
を
行
い
、
安
否
確
認
、
緊

急
時
の
対
応
、
相
談
・
支
援
体
制

の
整
備
を
行
っ
て
い
く
予
定
で
す
。

　

調
査
方
法
は
、
町
職
員
が
対
象

世
帯
を
訪
問
し
、
簡
単
な
聞
き
取

り
調
査
を
実
施
し
ま
す
。
町
職
員

（
身
分
証
明
書
を
携
行
し
て
い
ま

す
）が
お
宅
に
伺
い
ま
し
た
ら
、

ご
多
忙
中
恐
れ
入
り
ま
す
が
、
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

不
明
な
点
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、

保
健
福
祉
課
介
護
高
齢
係
ま
た
は
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ま
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
介
護
高
齢
係

 

（
31
）２
５
１
２

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 

（
31
）２
５
１
０

ご
協
力
の
お
願
い

老
老
世
帯

実
態
調
査

　

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
が
８
月

１
日
に
更
新
と
な
り
ま
す
。
毎
年

前
年
の
所
得
や
支
給
要
件
を
確
認

し
、
引
き
続
き
該
当
と
な
る
方
に

は
、
７
月
下
旬
に
新
し
い
受
給
者

証
を
郵
送
し
ま
す
。

　

中
学
生
の
世
帯
に
は
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
の
で
、
該
当
し
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
平
成

21
年
分
所
得
を
未
申
告
の
方
へ
の

受
給
者
証
の
交
付
は
、
所
得
の
確

認
後
と
な
り
ま
す
。

福
祉
医
療
制
度
と
は
…

　

医
療
機
関
で
負
担
し
た
保
険
診

療
分
の
一
部
を
助
成
す
る
制
度
で

す
。
次
の
方
が
申
請
対
象
と
な
り

ま
す
の
で
申
請
を
さ
れ
て
い
な
い

方
は
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

県
内
の
障
害
者
自
立
支
援
法
対

象
施
設
に
住
所
を
移
し
て
入
所
・

入
院
さ
れ
て
い
る
方
は
、
入
所
・

入
院
す
る
前
に
居
住
し
て
い
た
市

町
村
か
ら
福
祉
医
療
費
受
給
者
証

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
手
続
き
は
入
所
・
入
院
し
て

い
る
施
設
を
通
じ
て
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
福
祉
係

 

（
32
）６
５
２
２

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新
に
つ
い
て

対　象　者
所得制限

本人 配偶者・扶養義務者等

子ども
0歳～小学6年生

なし
なし

中学1～3年生 父母の所得税額の合計が
15万3千円未満該当。

障がい者

身体障害者手帳1～4級

特別障害者
手当準拠 特別障害者手当準拠

療育手帳A1～B1

精神保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方、精
神障がいで障害基礎年金を受給されている方

65歳以上国民年金法施行別表該当者
＊身体や精神に一定以上の障がいがある方

母子・父子
家庭

配偶者のない方で現に18歳未満（高等学校等卒
業まで）の児童を扶養している方

児童扶養
手当準拠 児童扶養手当準拠同上に扶養されている18歳未満（高等学校等卒

業まで）の児童

父母のない18歳未満（高等学校卒業まで）の児童

福祉医療対象一覧

※1医療機関あたり500円の自己負担が発生します。また、高額療養費や入院時の食事療養費などは該当になりません。

（（99）） みよた広報 やまゆり みよた広報 やまゆり88月号月号


